
「愛宕フェスティバル」出店申込書 
 募集要項の内容に合意のうえ、以下のとおり「愛宕フェスティバル」の出店を申し込みます。 

■申込内容                        令和  年  ⽉  ⽇ 

申

込

者 

事 業 者 名 

フリガナ  

 
代表者名 
     

所 在 地 
（代表者住所） 

〒 
 

ご
担
当
者 

⽒ 名  

T E L  F A X  

E メ ー ル  

販 売 商 品 
５点 ま で 掲 載 可 

 

使⽤⽕器の種類 
（LP、ﾌﾗｲﾔｰ、発電機

等） 
開 催 ⽇ 時 申 込 締 切 ⽇ 

 
令和 6 年 09 ⽉ 11 ⽇(⼟) 

17 時〜21 時 
令和 6 年 08 ⽉ 08 ⽇（⽊） 

 
■ご紹介内容（記載の内容で出店者をご紹介します） 

事 業 者 名  □ 申込書と同じの場合☑ 

所 在 地  □ 申込書と同じの場合☑ 

T E L  □ 申込書と同じの場合☑ 

販売商品または 
出店者の PR 等  

※記載のない場合は申込書に記載の内容でご紹介させていただきます。 

愛宕フェスティバル実⾏委員会 事務局  FAX︓0598-23-0617  



「愛宕フェスティバル」 
出店同意書 

 
1. 出店にあたっては法令を遵守し、施設管理者の指⽰に従います。 
2. 原則として、開催時間中は出店（営業）を⾏います。 
3. 販売する飲⾷物に係る賞味期限、消費期限等については、⾷品表⽰法等関連法規に基づき

適正に表⽰等を⾏います。 
4. 調理等を⾏う場合に必要な保健所等への申請は事業者側で申請し、許可を得ます。当⽇必

要な許可や届出が確認できない場合出店できなくても異議申⽴はしません。 
5. 出店の可否及びブース場所の決定等、愛宕フェスティバル実⾏委員会の調整に関してそれ

に従います。 
6. 商品に関するお客様からのお問い合わせ、クレーム等については、責任を持って対応しま

す。 
7. 出店の際に出たごみは持ち帰ります。 
8. 売れ残った商品については持ち帰ります。 
9. 新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のための対策（マスクの着⽤、アルコール消毒液の設

置等）を⾏います。 
10. ⾃然災害や不測の事態、また、今後の新型コロナウイルス感染症の拡⼤状況により、出店

中⽌等があった場合それに従います。 
11. 暴⼒団、暴⼒団員及び関係者ではありません。 
12. 出店事業者のホームページ等に掲載されている写真や、販売の様⼦などを収めた写真につ

いて、事業の PR のために松阪市が使⽤することに対し異議ありません。 
 
愛宕フェスティバル実⾏委員会 事務局 あて 
 
出店者募集要項を遵守するとともに、上記について同意します。 
 

令和  年  ⽉  ⽇ 
 

住所（所在地）                     
 
 
申込者                         

 
※代表者が⾃署すること 
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      第⼆回 愛宕フェスティバル 
 出 店 者 募 集 要 項 

                                            2024.08.01 
「愛宕フェスティバル」に出店を希望する事業者を募集します。 
出店料は無料で、愛宕町の伊勢街道の路上での飲⾷物⼜は雑貨等の販売や事業 PR を⾏うことが

できます。 
出店を希望される⽅は内容をご確認いただき、別添の出店申込書及び出店同意書に必要事項をご

記⼊のうえお申込みください。 
 

1. 事業の⽬的 
新型コロナウイルス感染症が落ち着き、各地で花⽕や祭りなどが今まで通り⾏われ少しずつです

が賑わいも戻ってきた中、愛宕町の飲⾷業及び⼩売業を始めとした多くの事業者の⽅が更なる⼈出
の増加や集客を望んでいると考えます。 

そのような中で、松阪市愛宕町商店街振興組合は、以前開催させていただいた愛宕フェスティバ
ルを今回は、愛宕⼭⿓泉寺境内をお借りしまして、愛宕町に⾜を運んで頂き、その中で愛宕町だけ
でなく松阪市の飲⾷店が出している⾷べ物やキッチンカー等の⾷べ物を満喫して楽しんで頂けるよ
うなマルシェを実施することで、これからの事業者の⽅々の頑張る気持ちを応援し、地域振興及び
地域経済の活性化を図りたいと考えています。 

このようなイベントを定期的に⾏っていき、愛宕町に少しでも還元していけるようにと松阪市愛
宕町振興組合は考えておりますのでご理解とご協⼒の程お願い申し上げます。 
※ただし、新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催回数の縮⼩や事業を中⽌することがあ
ります。 
 

2. 募集対象事業者等 
以下のいずれかの条件を満たす個⼈の事業者もしくは法⼈・団体とします。 
� 松阪市愛宕町商店街振興組合の組合員であること。 
� 三重県内に事業所、店舗⼜は事務所等活動拠点を有していること。 

・ 三重県内でのイベントにキッチンカーとして出店し、移動販売をしていること。 
 

3. 出店場所 
・愛宕⼭⿓泉寺境内 

※出店における条件などの詳細は下記の出店内容・出店条件をご確認ください。 

 

4. 出店内容 
飲⾷物や特産品等の販売や事業内容のPR 活動を⾏えます。 
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ただし、出店及び販売等に際し、必要な許可（保健所への営業許可等）は事業者側で申請し、許
可を得るものとしますが、保健所への届出については、愛宕フェスティバル実⾏委員会事務局で⼀
括して提出します。また、他の出店者に迷惑がかかる⾏為や危険な⾏為は禁⽌します。 
 

ブース数  10 ブース程度 
※ブース数は会場内のソーシャルディスタンスを維持できる範囲で調整します。 

＜出店物の例> 
� ⾷品、弁当、野菜・果物などの⻘果物、花⽊、松阪市の物産品（⾷品、お菓⼦、お茶、⼯芸
品など）、飲⾷店のテイクアウト商品の販売 

� 屋外でのキッチンカー等を⽤いた飲⾷物販売 
� 事業宣伝ＰＲ活動、観光事業者等の宣伝ＰＲ 

 

5. 出店条件 
以下の条件を遵守し、出店を⾏ってください。なお、お守りいただけない場合には出店をお断り

させていただく場合があります。 
� 出店料は\3000です。ただし、松阪市愛宕町商店街振興組合の組合員は無料で出店できます。 
� 新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のための対策（マスクの着⽤、アルコール消毒液の設置等）

を⾏ってください。 
� 販売するものはテイクアウトできるものとしてください。 
� 販売に必要なつり銭、店舗看板、のぼり旗、備品等は各事業者で準備してください。 
� 会場内で電気・ガス・⽔道の供給はできませんので、使⽤する場合は各事業者でご⽤意くださ

い。 
� 出店にあたっては法令を遵守し、本イベントの管理者（愛宕フェスティバル実⾏委員会）の指
⽰に従ってください。 

� 販売等を⾏う場合に必要な許可（保健所への営業許可等）は事業者側で申請し、許可を得てい
ただきますが、松阪消防署への届出については、愛宕フェスティバル実⾏委員会事務局で⼀括
して提出します。なお、当⽇許可等が確認できない場合は出店できません。 

� 販売する飲⾷物に係る賞味期限、消費期限等については、⾷品表⽰法等関連法規に基づき適正
に表⽰等を⾏ってください。 

� 商品に関するお客様からのお問い合わせ、クレーム等については、各事業者で責任を持って対
応してください。 

� 販売場所までの商品の搬⼊搬出及び販売は、各事業者で⾏ってください。 
� 売れ残った商品については、各事業者でお持ち帰りください。 
� 出店の際に出たごみは、各事業者でお持ち帰りください。 
� ⾃然災害や不測の事態、また、今後の感染症等の拡⼤状況により、出店を中⽌する場合があり

ます。 
� 出店事業者のホームページ等に掲載されている写真や、販売の様⼦などを収めた写真について、

事業のPR のために市が使⽤させていただく場合があります。 
� 終了後に実施する売上等のアンケートへのご協⼒をお願いします。 
� 暴⼒団、暴⼒団員及び関係者などはご出店いただけません。 
� 直⽕焚き、地⾯に杭を打つことは禁⽌です。 
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� ⾬天の場合、⼩⾬程度であれば開催とさせていただきますが、荒天の場合は中⽌となります。
当⽇朝７時に開催についてメールまたはFAXで連絡します。なお、予報等で当⽇⾬が降ること
が明らかな場合は前⽇までに連絡します。 

� 出店事業者の⾞両は、愛宕町パーキング108(⽴体駐⾞場)、愛宕町駐⾞場(タクシー乗り場隣)を
ご利⽤頂きますようにお願い致します。(有料) 

� 出店事業者に起因する事故などが発⽣した場合は、速やかに報告するとともに、責任をもって
対応してください。 

� 許可を受けたブースの区画、設備器具以外のものを使⽤しないでください 
� 電気を使⽤する場合は、歩⾏者が転倒しないよう配線の養⽣等を⾏ってください。なお、設備

を損傷した場合は、速やかに報告するとともに原状回復してください。 
   

6. 開催⽇時・お申し込みについて（必ずご確認ください） 
＜お申込み⽅法＞ 

出店申込書及び出店同意書は本組合のホームページからダウンロードしていただくか、組合事務
所で配布しますので、必要事項を記⼊のうえFAX、メールまたは持参で下記のお申込み先までご提
出ください。 

〒515-0037 三重県松阪市愛宕町⼀丁⽬１０８番地の4 松阪市愛宕町商店街振興組合 内 
       愛宕フェスティバル実⾏委員会 事務局    https://atago.mie.jp  
TEL：059-23-0617 FAX：059-23-0617  Ｅメール：atg-108@mctv.ne.jp 
 

<受付期間等及び出店決定⼿続き> 
締切⽇まで随時受付を⾏います。 

� お申込みいただいた出店希望者に対し、出店の可否を決定し、申込締切⽇の翌⽇ 
� 8⽉16⽇（⾦）にご連絡します。 
� 出店確定後のキャンセルはご遠慮ください。 

開催⽇時 申込締切⽇ 出店者決定⽇ 

R6年9⽉11⽇(⽔) 
17時〜21時（５時間） Ｒ6年08⽉15⽇（⽊） Ｒ6年08⽉16⽇（⾦） 

<お申込みにあたっての注意事項> 
� 出店ブースの場所は事務局で決定しますので、指定できません。 
� 出店希望者多数の場合は厳選なる審査の上、愛宕町フェスティバル実⾏委員会が決定させて頂きます

のでご理解の程よろしくお願い致します。 
 

7. その他 
当募集要項については、事業の実施状況に応じて随時変更を加える場合があります。 

【愛宕フェスティバル実⾏委員会 事務局】 
松阪市愛宕町商店街振興組合 https://atago.mie.jp 

https://atago.mie.jp/

